
豊田市成長投資促進条例  

 

 （目的） 

第１条  この条例は、本市における成長産業の創出、地域産業の高度化及び雇

用機会の創出を図るため、本市の区域内において事業所の新設及び増設並び

に設備投資を行う者に対して奨励措置を講じ、もって本市の経済の振興及び

市民生活の安定に資することを目的とする。  

 （定義） 

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

（１）事業所  単一の経営主体が一の団地内において人及び機械装置を有して

継続的に経済活動を行う場所的単位をいう。  

（２）会社 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規定する会社

をいう。  

（３）新設 現に市内に事業所を有しない会社が、市内に事業所を設置するこ

とをいう。  

（４）増設 現に市内に事業所を有する会社が、市内に事業所を設置すること

（市内の既存の事業所に施設を増築することを含む。）をいう。  

（５）設備投資  会社が、新設若しくは増設（以下「新設等」という。）をす

る事業所又は市内の既存の事業所に新たに取得した機械装置を設置する

ことをいう。  

（６）中小企業  中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項

に規定する中小企業者のうち、会社をいう。  

（７）大企業  中小企業以外の会社をいう。  

（８）事業者  新設等又は設備投資を行う会社をいう。  

（９）製造業  統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統  

  計基準である日本標準産業分類（以下「標準産業分類」という。）に掲げ  

  る大分類Ｅ－製造業に属する事業をいう。  

（１０）ソフトウェア業  標準産業分類に掲げる大分類Ｇ－情報通信業のうち、 

小分類３９１－ソフトウェア業に属する事業をいう。  

（１１）市場規模拡大分野  製造業及びソフトウェア業のうち、規則で定める

分野をいう。  

（１２）支配関係  法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第１２号の７

の５に規定する関係をいう。  

（１３）産業集積地区 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１

項第１号に規定する工業地域及び工業専用地域のほか、産業の集積等を

図る地区として規則で定める地区をいう。  

（１４）特定地域  都市計画法第４条第２項に規定する都市計画区域以外の地

域のうち、規則で定める地域をいう。  

 （奨励措置）  



第３条  市長は、第１条の目的を達成するために、次に掲げる奨励措置を行う

ことができる。  

（１）次に掲げる奨励金の交付（以下「奨励金の交付」という。）  

ア 成長産業立地奨励金  

イ 設備投資奨励金  

（２）次に掲げる支援（以下「特別支援」という。）  

ア 新設等に伴う行政庁の許可等に係る手続への協力  

イ 新設等を行うために必要な近隣住民等との調整（愛知県企業庁が関与

するものに限っては用地の確保を含む。）への協力  

ウ ア及びイに掲げるもののほか、新設等に係る必要な協力  

 （対象事業）  

第４条 奨励金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる奨励金の区分に

応じ、当該各号に定める要件を満たす事業とする。  

（１）成長産業立地奨励金  次に掲げる要件を全て満たし、事業規模の拡大又

は生産性の向上を目的とした新設等  

  ア 新設等をする事業所で行う事業活動が、第８条第１項の指定の申請を

した日において市場規模拡大分野に該当すること。  

  イ  第６条第１項第１号に規定する対象資産（以下この号において単に

「対象資産」という。）が事業者又は当該事業者と支配関係にある会社

によって工場（電子計算機に係るプログラムの作成等を行う場所を含

む。）又は研究開発施設の用に直接供されること。  

  ウ 対象資産を事業者自らが取得すること。  

  エ 対象資産の取得額の合計が規則で定める額以上であること。  

  オ 新設等をする事業所が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある

事業の用に供されるものでないこと。  

  カ 第８条第１項の指定の申請をした日の翌日から起算して３年以内（災

害その他やむを得ない理由により事業が遅延するものと認められる場合

は、当該理由による遅延期間を除く。）に対象事業が完了すること。  

  キ 事業者が有する既存の事業所（当該事業者が過去に成長産業立地奨励

金、設備投資奨励金、豊田市企業立地奨励条例（平成２９年条例第３７

号。以下「旧条例」という。）第３条第１号ア又はイに掲げる奨励金そ

の他市が交付するこれらに類するもの（以下「奨励金等」という。）の

交付を受けて新設等をした事業所に限る。）の敷地内において増設を行

う場合は、当該既存の事業所が規則で定める日前に奨励金等の交付の対

象となる事業を完了していること。  

  ク 第８条第３項の指定の時点において規則で定める補助金の認定を受け

ている事業又は市長が特に認めた事業であること。  

  ケ 都市計画法第７条第１項に規定する市街化調整区域内において事業所

の新設又は増設（この規定及び次号キにおいては、市内の既存の事業所

に施設を増築することを除く。）をする場合にあっては、当該事業所の



主たる出入口の面する道路以外の道路（市道に限る。）の幅員が９メー

トル未満のときは、当該事業所に設置する建築物の外壁又はこれに代わ

る柱の面が当該道路の中心線から規則で定める距離以上離れていること。  

（２）設備投資奨励金  次に掲げる要件を全て満たし、事業規模の拡大、生産

性の向上又は温室効果ガスの排出量削減を目的とした設備投資  

  ア  第６条第１項第２号に規定する対象資産（以下この号において単に

「対象資産」という。）が製造業、ソフトウェア業その他規則で定める

事業の用に事業者又は当該事業者と支配関係にある会社によって直接供

されること。  

  イ 対象資産を事業者自らが取得すること。  

  ウ 対象資産の取得額の合計が規則で定める額以上であること。  

  エ 設備投資を行う事業所が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあ

る事業の用に供されるものでないこと。  

  オ 第８条第１項の指定の申請をした日の翌日から起算して３年以内（災

害その他やむを得ない理由により事業が遅延するものと認められる場合

は、当該理由による遅延期間を除く。）に対象事業が完了すること。  

  カ 事業者が有する既存の事業所において設備投資を行う場合は、当該既

存の事業所が規則で定める日前に奨励金等の交付の対象となる事業を完

了していること。  

  キ 市街化調整区域内において事業所の新設又は増設をする場合にあって

は、当該事業所の主たる出入口の面する道路以外の道路（市道に限る。）

の幅員が９メートル未満のときは、当該事業所に設置する建築物の外壁

又はこれに代わる柱の面が当該道路の中心線から規則で定める距離以上

離れていること。  

２ 特別支援の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。  

（１）経営状況が良好な会社が、産業集積地区において行う事業であること。  

（２）敷地面積が１万平方メートル以上の市場規模拡大分野の用に供される事

業所又は敷地面積が１０万平方メートル以上の製造業若しくはソフトウェ 

ア業の用に供される事業所の新設又は増設（この号において、市内の既存

の事業所に施設を増築することを除く。）をする事業であること。  

 （欠格事由） 

第５条  次の各号のいずれかに該当する者は、奨励金の交付又は特別支援を受

けることができない。  

（１）事業者の役員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）又は暴力団員ではないが同条第２号に規定する暴力団（以下

「暴力団」という。）と関係を持ちながらその組織の威力を背景として暴

力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいる者  

（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその事業

者の経営又は運営に実質的に関与していると認められる者 



（３）事業者の役員が、暴力団の威力、暴力団員等又は暴力団員等が経営若し

くは運営に実質的に関与している法人等（法人若しくは団体又は個人をい

う。以下同じ。）を利用するなどしていると認められる者  

（４）事業者の役員が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運

営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる者  

（５）事業者の役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有していると認められる者  

（６）事業者の役員が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知り

ながら、これを利用するなどしていると認められる者  

（７）豊田市税を滞納している者  

 （対象資産及び対象経費） 

第６条  奨励金の交付の対象となる資産（以下「対象資産」という。）は、第

８条第１項の指定の申請をした日（土地にあっては、新設等に係る工事等に

着手した日前１年に当たる日）の翌日から起算して３年以内（災害その他や

むを得ない理由により事業が遅延するものと認められる場合は、当該理由に

よる遅延期間を除く。）に新設等又は設備投資に伴い取得した地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第３４１条第１号に規定する固定資産（以下「固

定資産」という。）のうち、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各

号で定める資産とする。ただし、過去に奨励金等その他の名目で市から交付

を受けた固定資産を除く。  

（１）成長産業立地奨励金  専ら生産、研究又は開発の用に供する土地、家屋

及び償却資産  

（２）設備投資奨励金  専ら生産、研究又は開発の用に供する償却資産  

２ 奨励金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、前項各

号の奨励金の区分に応じた対象資産の取得に要する費用とする。ただし、消

費税相当額、地方消費税相当額その他市長が不適当と認める費用は除く。 

（奨励金の額等）  

第７条 成長産業立地奨励金及び設備投資奨励金の額及び限度額については別

表に定める額とする。  

 （指定の申請等）  

第８条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、規則で定める日までに規則

で定めるところにより市長に申請をし、奨励措置の対象事業者の指定（以下

単に「指定」という。）を受けなければならない。  

２ 特別支援を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申

請をし、指定を受けなければならない。  

３ 市長は、前２項の申請があったときは、必要な調査及び審査をし、この条

例の目的に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、指定

をするものとする。ただし、同一の事業について成長産業立地奨励金、設備

投資奨励金その他市が交付するこれらに類するものは同時に重複して指定を



しないものとする。  

４ 市長は、第１項及び第２項の申請があったときは、豊田市成長投資審査会

（以下「審査会」という。）に諮問するものとする。ただし、設備投資奨励

金に係る指定をしようとする場合で、当該奨励金の対象資産の取得額の合計

が１億円以下であるときは、この限りでない。  

５ 市長は、指定をするときは、必要な条件を付すことができる。  

 （奨励金の交付）  

第９条 市長は、奨励金の交付に係る指定を受けた事業者（以下「奨励金交付

事業者」という。）に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することができる。  

２ 市長は、交付する成長産業立地奨励金又は設備投資奨励金の額が１億円を

超えるときは、５年を限度に分割して交付することができる。  

 （端数計算）  

第１０条 奨励金を交付する場合に、１，０００円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。  

（奨励金の交付申請等）  

第１１条 奨励金交付事業者が奨励金の交付を受けようとするときは、規則で

定める日までに規則で定めるところにより市長に申請をし、奨励金の交付の

決定を受けなければならない。  

２ 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、及びこれを審査

し、この条例の目的に適合していると認めるときは、規則で定めるところに

より、同項の決定をするものとする。  

３ 市長は、前項の決定をするときは、必要な条件を付すことができる。  

（特別支援の期間） 

第１２条 特別支援に係る指定を受けた事業者（以下「受援事業者」という。）  

が特別支援を受けることができる期間は、特別支援に係る指定を受けた日か

ら新設又は増設（この条においては、市内の既存の事業所に施設を増築する

ことを除く。）に係る工事等に着手するまでの間とする。  

（届出）  

第１３条 奨励金交付事業者は、次のいずれかに該当したときは、規則で定め

るところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、

第１号及び第３号を除き、市長が特に必要がないと認めるときは、この限り

でない。  

（１）対象事業に着手したとき。  

（２）対象事業に係る計画を変更したとき。  

（３）対象事業が完了したとき。  

（４）減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）  

に定める期間を満了する前に新設等により取得した家屋若しくは償却資産

又は設備投資により取得した償却資産に係る所有権を移転し、若しくは放

棄し、又は当該奨励金交付事業者と支配関係にある会社以外の者に貸し付

けようとするとき。  



（５）新設等により取得した土地の取得日の翌日から起算して５年以内に当該

土地に係る所有権を移転し、又は当該奨励金交付事業者と支配関係にある

会社以外の者に貸し付けようとするとき。  

２ 受援事業者は、事業所の新設等に係る工事等に着手したときは、速やかに

その旨を市長に届け出なければならない。  

３ 受援事業者は、事業所の新設等に係る計画を変更したときは、速やかにそ

の旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に必要がないと認

めるときは、この限りでない。  

（指定の取消し等）  

第１４条 市長は、奨励金交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、  

その指定若しくは奨励金の交付の決定を取り消し、奨励金の交付を停止し、

又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。  

（１）第４条第１項各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に規定する要

件を欠くこととなったとき。  

（２）第５条各号に規定する欠格事由のいずれかに該当したとき。  

（３）第６条第１項ただし書に規定する固定資産を対象資産として申請したこ

とが判明したとき。  

（４）第８条第１項の指定の申請をした日の翌日から起算して３年以内（災害

その他やむを得ない理由により事業が遅延するものと認められる場合は、

当該理由による遅延期間を除く。）に対象事業が完了しないとき。  

（５）第８条第５項又は第１１条第３項の規定により付された条件に違反した

とき。  

（６）減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間を満了する前に新

設等により取得した家屋若しくは償却資産又は設備投資により取得した償

却資産に係る所有権を移転し、若しくは放棄し、又は当該奨励金交付事業

者と支配関係にある会社以外の者に貸し付けたと認められるとき。  

（７）新設等により取得した土地の取得日の翌日から起算して５年以内に当該

土地に係る所有権を移転し、又は当該奨励金交付事業者と支配関係にある

会社以外の者に貸し付けたと認められるとき。  

（８）偽りその他不正な行為により、指定若しくは奨励金の交付を受け、又は

受けようとしたとき。  

（９）この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。  

（１０）重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認め

られるとき。  

（１１）前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金を交付することが著しく不

適当であると認めるとき。  

２ 市長は、受援事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を

取り消すことができる。  

（１）第４条第２項各号に規定する要件を欠くこととなったとき。  

（２）第５条各号に規定する欠格事由のいずれかに該当したとき。  



（３）第８条第５項の規定により付された条件に違反したとき。  

（４）新設又は増設（この号においては、市内の既存の事業所に施設を増築す

ることを除く。）に必要な許認可等が取得できないと認められるとき。 

（５）偽りその他不正な行為により、指定を受けたとき。  

（６）この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。  

（７）重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認めら

れるとき。  

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が特別支援を行うことが著しく不適当

であると認めるとき。  

（豊田市成長投資審査会）  

第１５条 第８条第４項の規定による諮問に応じ指定について審査するため、

審査会を置く。  

２ 審査会は、前項の規定による審査のほか、この条例の運用について市長の

諮問に応じ審議し、又は市長に意見を述べることができる。  

３ 審査会は、委員５人以内をもって組織する。  

４ 委員は、産業の振興に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱

する。  

５ 委員の任期は、５年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

６ 委員は、再任することができる。  

７ 委員は、第５項の任期が満了したときは、後任者が任命されるまで引き続

きその職務を行うものとする。  

８ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。  

９ 第３項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必

要な事項は、規則で定める。  

（権利の譲渡等の禁止）  

第１６条 奨励金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供しては

ならない。  

２ 特別支援を受ける権利は、これを譲渡してはならない。  

（奨励事業者の地位の承継）  

第１７条 奨励金交付事業者及び受援事業者（以下「奨励事業者」という。）

に相続、譲渡、合併等により変更が生じたときは、当該事業が継続される場

合に限り、当該事業の承継人は、市長の承認を受け、当該奨励事業者の地位

を承継することができる。  

（報告の聴取等）  

第１８条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第８条第１項及び

２項の申請を行った事業者又は奨励事業者（以下この項において「奨励事業

者等」という。）に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該

職員に奨励事業者等の事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、



若しくは関係者に質問させることができる。  

２ 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるとき

は、これを提示しなければならない。  

（委任）  

第１９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

  

  

   附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の施行の際現に失効前の旧条例第６条第１項の規定により指定を

受けている事業者が行う当該指定に係る新設等については、この条例の規定

は、適用しない。  

（この条例の失効）  

３ この条例は、令和１７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この

条例の失効前に指定を受けた奨励事業者に対する当該指定に係る奨励措置に

ついては、なお従前の例による。  

 

 

 

 

  



別表（第７条関係） 

区分 奨励金の額  
奨励金の  

限度額  

成
長
産
業
立
地
奨
励
金 

（１）愛知県内に事業所を有

しない会社が産業集積地

区又は特定地域に事業所

の新設をする場合  

 対象経費に１００分の３０

を乗じて得た額  

２０億円  

（２）愛知県内に事業所を有

しない会社が産業集積地

区及び特定地域以外の地

域に事業所の新設をする

場合 

対象経費に１００分の２５

を乗じて得た額  

（３）愛知県内に事業所を有

する会社が産業集積地区

又は特定地域に事業所の

新設等をする場合  

対象経費に１００分の２５

を乗じて得た額  

（４）愛知県内に事業所を有

する会社が産業集積地区

及び特定地域以外の地域

に事業所の新設等をする

場合 

対象経費に１００分の２０

を乗じて得た額  

設
備
投
資
奨
励
金 

（１）中小企業が市場規模拡

大分野に属する事業に係

る設備投資を行う場合  

 対象経費に１００分の３０

を乗じて得た額  

５億円  

（２）中小企業が市場規模拡

大分野に属する事業以外

の事業に係る設備投資を

行う場合  

対象経費に１００分の２０

を乗じて得た額  

（３）大企業が市場規模拡大

分野に属する事業に係る

設備投資を行う場合  

対象経費に１００分の２０

を乗じて得た額  

（４）大企業が市場規模拡大

分野に属する事業以外の

事業に係る設備投資を行

う場合  

対象経費に１００分の１０

を乗じて得た額  

 


